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平成２９年１２月２１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２９年（行コ）第２６７号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所平成２８年（行ウ）第５４４号） 

ロ頭弁論終結日 平成２９年１１月２日 

判決 

控訴人       学校法人Ｘ学園 

被控訴人      国 

処分行政庁     中央労働委員会 

被控訴人補助参加人 Ｚ１教職員組合 

被控訴人補助参加人 Ｚ２ 

被控訴人補助参加人 Ｚ３ 

被控訴人補助参加人 Ｚ４ 

主文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用（補助参加によって生じた訴訟費用を含む。）は控訴人の負担とす

る。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 中央労働委員会が,中労委平成２５年（不再）第９０号及び同２６年（不

再）第１号併合事件（初審茨城県労委平成２４年（不）第２号事件）につ

いて,平成２８年１０月５日付けでした命令の主文Ⅰの第１項及び第２項を

取り消す。 

第２ 事案の概要 

１(1) 控訴人が被控訴人補助参加人Ｚ１教職員組合(以下「補助参加人組合」

という。）に対して発した配布物の取扱等に関する二つの通知並びに被控

訴人補助参加人Ｚ４（以下「補助参加人Ｚ４」という。）,同Ｚ２（以下

「補助参加人Ｚ２」という。）及び同Ｚ３（以下「補助参加人Ｚ３」とい

い,上記３名を併せて「補助参加人Ｚ４ら３名」という。）に対して行っ

た譴責処分につき,被控訴人補助参加人ら（以下「補助参加人ら」という。）

は,それぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てをした。茨城県労働

委員会は,上記各通知及び補助参加人Ｚ４に対する譴責処分は不当労働行

為に当たるとして撤回を命じ,同Ｚ２及び同Ｚ３に対する各譴責処分は不

当労働行為に当たらないとして,その余の申立てを棄却した。 

  控訴人及び補助参加人らは,再審査を申し立て,中央労働委員会（以下

「中労委」という。）は,上記各通知及び補助参加人Ｚ４に対する譴責処

分のほか,同Ｚ２及び同Ｚ３に対する各譴責処分も不当労働行為に当たる

として撤回を命じた上で,その余の申立てを棄却した。 

(2) 本件は,控訴人が,被控訴人に対し,中労委の命令のうち上記各通知の撤

回及び補助参加人Ｚ４ら３名に対する譴責処分の撤回を命じた部分（同
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命令主文Ｉの第１項及び第２項）の取消しを求めた事案である。 

(3) 原審は,上記各通知及び各譴責処分が不当労働行為に当たり,中労委の

命令は適法であるとして,控訴人の本訴請求を棄却したので,控訴人がこ

れを不服として控訴した。 

２ 前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決９頁２３行目の

「一貫」を「一環」に改め,次項において,「当審における控訴人の補充主

張」を付加するほか,原判決の「事実及び理由」中の第２の２及び３に摘示

するとおりであるから,これを引用する。なお,特に断らない限り,略称は原

判決の例による。 

３ 当審における控訴人の補充主張 

(1) 争点(1)（本件各通知の不当労働行為（労組法７条３号）該当性）につ

いて 

  補助参加人組合は,本校内で各教職員の執務机に配布物を置くという配

布方法を一方的に行っていたものであり,そのような配布方法は控訴人と

の合意によって許容されていたものではなく,また,執務机の所有権・一

般的管理権限を有する控訴人の承諾やその具体的管理利用権限を有する

各教職員の承諾を得ていたものでもない。控訴人は,補助参加人Ｚ４の解

雇を巡る問題が発生するまでは,補助参加人組合の配布物が行事等の案内

パンフレット類であったことから,不必要な摩擦を避けるため,この配布

方法に異議を述べなかったにすぎない。補助参加人Ｚ４の解雇を巡る問

題は,教職員間の勤務上のトラブルを原因とするものであり,他の教職員

との利害関係もあったから,この問題に関連する記事を含む配布物までこ

の配布方法により配布することが許容されていたとは解することができ

ない。 

  本件各通知は,補助参加人組合の活動を阻害する目的で発したものでは

なく,Ｃ１らが配布している配布物（守る会ニュース）をこの配布方法に

より配布することを制限するために発したものである。Ｃ１は,守る会の

名称を用いて,補助参加人Ｚ４の解雇を巡る問題に関与し,個人的に,かつ

ての後輩に当たる補助参加人Ｚ２及び同Ｚ３を使って,補助参加人組合が

事実上行っていた配布方法を用いて,本件配布物の配布等に及んだのであ

る。 

(2) 争点(2)（本件譴責処分の不当労働行為（労組法７条１号及び３号）該

当性）について 

  Ｃ１及び補助参加人Ｚ４ら３名は,共同して,本件配布物の配布をもっ

て,組合活動の名を用いて,故意又は重大な過失により虚偽の事実を示し,

違法に控訴人の社会的信用を害したものであり,本件譴責処分は相当なも

のである。 

  本件配布物は,Ｃ１が,補助参加人組合やその従事者に相談せずに作成

し,自己の思惑の下に配布したものであり,補助参加人Ｚ２及び同Ｚ３は,

先輩であるＣ１から指示されて個人的に本件配布物を配布したものであ
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って,その作成・配布は組合活動と評価されるものではない。 

  一般的な読者は,本件配布物の記事を全体的,総合的に感覚として捉え

るのであり,「控訴人が自らの解雇処分を不法なものであったのでこれを

撤回し,補助参加人Ｚ４が職場復帰した」と理解するのである。控訴人は,

教職員や関係者にそのような誤解をされ,社会的信用を著しく害されたも

のである。 

(3) 争点(3)（救済利益の有無）について 

  補助参加人組合は,本件各通知を受けて,事実上,執務机への配布を止

めており,控訴人は,初審命令後,本件各通知を撤回して,組合配布物の配

布は職員室内の指定場所に貼付ないし置くことにより行うことを提案し

た。しかし,補助参加人組合はこの提案について何ら反応を示しておらず,

別の方法で配布活動を行っており,本件各通知は既に撤回され,組合活動

を阻害する状況にはない。 

  したがって,この点についての救済利益はない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も,本件中労委命令は適法であり,控訴人の本訴請求には理由が

ないものと判断する。その理由は,次項において,「当審における控訴人の

補充主張に対する判断」を付加するほか,原判決の「事実及び理由」中の第

３の１ないし４に説示するとおりであるから,これを引用する。 

２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断 

(1) 控訴人は,前記のとおり,補助参加人組合が本校教職員の執務机の上に

配布物を配布するという方法を許容していたものではないと主張すると

ころ,確かに本件各証拠をみても控訴人と補助参加人組合との間でそのよ

うな配布方法を許容する旨の書面による合意がされたとか,控訴人が補助

参加人組合に対して明示的に承諾の意思を伝えたこと等を認めるに足り

る証拠はないが,前記前提事実のとおり,補助参加人組合による当該配布

方法は,補助参加人組合が結成された昭和５９年当時から,配布方法が控

訴人によって問題とされた平成２４年まで相当長期間にわたり,多数回に

わたって継続的に行われており,控訴人も,そのような事実を相当以前か

ら認識していたものであって,かつ,その間,控訴人が補助参加人組合に対

して配布方法につき異議を述べた等の客観的な事情は認められないし,

その配布態様が社会通念に照らして相当性を欠くというべきものでもな

いのであるから,控訴人は,遅くとも平成２４年までには,補助参加人組合

に対し,このような方法による配布につき許容し,容認するとの考えを黙

示に表示したものと評価することが相当である。 

  また,控訴人は,本件各通知はＣ１らが配布していた配布物の配布を制

限するために発したものであり,補助参加人組合の活動を阻害する目的で

発したものではないと主張するが,本件各通知は,いずれも,Ｃ１ではなく

補助参加人組合のみを名宛人とする文書であり,とりわけ５．３１通知の

内容は,前記前提事実のとおり,「１ 組合が組合員に対してなす配布物
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は,学園の事前の承認がない限り学園施設内で配布することはできない。

２ 組合が教職員に対してなす正当な組合活動としての配布物は,学園が

その設置を認めた掲示板に貼付,もしくは掲示板のところに配布物を置く

方法で行うものとする。」などとするものであって,その文理・内容上,

一切の例外なく,組合の組合員に対するすべての配布物につき事前の承認

を要求するものと理解されるものであり,また,組合の教職員に対する正

当な組合活動としてのすべての配布物の配布方法につき制限するものと

理解されるものであるから,この点だけをみても,Ｃ１らが個人的に配布

する配布物を制限する目的によるものであったとの主張を採用すること

ができないことは明らかである。なお,本件配布物の配布行為が,Ｃ１等

の個人的な行動ではなく,補助参加人組合の組合活動として行われたもの

であることも,原判決（３０頁３行目から３４頁１７行目,とりわけ３２

頁１８行目以下）が適切に説示するとおりである。 

(2) 控訴人は,前記のとおり,Ｃ１及び補助参加人Ｚ４ら３名による本件配

布物の配布をもって,違法に,控訴人の社会的信用を著しく害されたと主

張するが,当裁判所も,本件配布物のうち補助参加人Ｚ４につき「解雇撤

回」といった表現を用いた点には,事実と異なる理解をされるおそれがあ

るものと評価することができるものの,Ｃ１及び補助参加人らの一連の対

応は,本件訂正版を作成してこれを配布するなど相応に誠意のあるものと

評価することができ,このような一連の経緯に照らして,本件配布物の配

布が違法であったということはできないものと判断する。また,前記引用

に係る認定事実のとおり,控訴人は,本件配布物の違法性の有無に関して,

平成２４年５月に補助参加人Ｚ４を被告として解決金請求異議訴訟を提

起し,同年６月に補助参加人ら及びＣ１を被告として本件損害賠償訴訟を

提起したが,両訴訟は併合されて既に請求棄却及び控訴棄却の判断がされ

（水戸地方裁判所土浦支部平成２５年３月２７日判決,東京高等裁判所

平成２６年２月２７日判決）,その理由中において,本件配布物は事実と

異なる内容を含むが,控訴人の名声や社会的信用を損なう程度は大きくな

く,本件訂正版により回復されたと評価することができ,控訴人に損害賠

償で償わなければならないほどの損害が生じたとは認められない旨が既

に判断されたのであり（上記高裁判決については,その後,上告棄却及び

上告不受理決定がされた。）,控訴人と補助参加人らとの間では本件配布

物の配布による不法行為に基づく控訴人の損害賠償請求債権は存在しな

いことが確定しているというべきであるが,この別件訴訟と本件訴訟とは

相手方当事者こそ異なるものの,本件訴訟における控訴人の主張は実質的

には既に審理の尽くされた争点に対するものであり,この点からみても控

訴人の主張は採用することができない。 

(3) 控訴人は,前記のとおり,本件各通知の撤回に関しては救済の利益がな

い旨主張するところ,弁論の全趣旨によれば,本件各通知が発せられた後,

補助参加人組合が教職員の執務机の上に配布物を配布するという方法を
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行っていないことが認められ,また,控訴人が平成２６年１月２８日に補

助参加人組合に対して「提案書」と題する書面により配布物の配布方法

等に関する提案を行ったことは前記認定事実（引用に係る原判決２９頁

１５行目から２２行目）のとおりであるが,本件各通知が不当労働行為に

当たり無効であるとの主張を補助参加人組合において維持していること

は明らかであり,補助参加人組合は,本件各通知の内容を受け入れたわけ

ではなく,本件訴訟の帰趨を待たずに従前の配布方法を再開した場合に控

訴人との間の紛争が再燃・拡大するおそれがあることなどを慮っている

にすぎないものと認められるし（弁論の全趣旨）,控訴人による上記提案

の事実等を考慮しても,救済を命ずる必要性が消滅したものとはいえない

ことは,原判決（４０頁１６行目から２５行目）が説示するとおりであり,

控訴人の主張を採用することはできない。 

第４ 結論 

  以上によれば,控訴人の本訴請求には理由がなく,これと同旨の原判決は

相当であり,控訴人の本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,

主文のとおり判決する。 

    東京高等裁判所第２４民事部 

 


